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(57)【要約】
【課題】検査機器の識別結果に基づいて、予め記憶され
た設定情報から検査機器による検査処理に適用される設
定を選択して設定することで、最適なＤＩＣＯＭ規格対
応の画像データを出力する。
【解決手段】本発明に係る内視鏡装置２は、内視鏡スコ
ープ３のスコープＩＤ情報に基づき種別を識別する識別
手段（６、９、１３）と、内視鏡スコープ３の種別に応
じて実行される処理に関する情報（ＳＯＰ３１）を記憶
する記憶部１１と、前記識別手段による識別結果に基づ
いて、前記記憶部１１に記憶されている前記ＳＯＰ３１
から前記種別に対応するＳＯＰ（３２～３６）を読み出
して設定すると共に、前記種別に対応する情報がない場
合には前記記憶部１１に記憶されているＳＯＰ３１から
所定の情報（ＳＯＰ３３）を読み出して設定するように
切り換える制御部１３とを有している。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療用検査機器の種別を識別する識別手段と、
　前記医療用検査機器の種別に応じて実行される処理に関する情報を記憶する記憶手段と
、
　前記識別手段により得られた前記医療用検査機器の種別に基づいて、前記記憶手段に記
憶されている前記情報から前記種別に対応する情報を読み出して設定すると共に、前記種
別に対応する情報がない場合には前記記憶手段に記憶されている前記情報から所定の情報
を読み出して設定するように切り換える制御手段と、
　を具備したことを特徴とする医療装置。
【請求項２】
　前記医療用検査機器は着脱自在で且つ種別のためのスコープＩＤ情報を有する内視鏡で
あり、前記識別手段は前記内視鏡のスコープＩＤ情報に基づいて前記医療用検査機器の種
別を識別することを特徴とする請求項１に記載の医療装置。
【請求項３】
　前記医療用検査機器は光源フィルターに関する情報を有する光源装置であり、前記識別
手段は前記光源装置の前記光源フィルターに関する情報に基づいて前記医療用検査機器の
種別を識別することを特徴とする請求項１に記載の医療装置。
【請求項４】
　前記記憶手段に記憶する情報は、ＤＩＣＯＭ規格で規定されている複数のＳＯＰに対応
した情報であることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の医療装置
。
【請求項５】
　医療用検査機器と、
　医療用検査機器の種別を識別する識別手段と、前記医療用検査機器の種別に応じて実行
される処理に関する情報を記憶する記憶手段と、前記識別手段により得られた前記医療用
検査機器の種別に基づいて、前記記憶手段に記憶されている前記情報から前記種別に対応
する情報を読み出して設定すると共に、前記種別に対応する情報がない場合には前記記憶
手段に記憶されている前記情報から所定の情報を読み出して設定するように切り換える制
御手段とを具備した医療装置と、
　前記医療装置とネットワークを介して接続して前記医療装置からの画像データの送受が
可能な医療用サーバと、
　を具備したことを特徴とする医療システム
【請求項６】
　前記医療用検査機器は着脱自在で且つ種別のためのスコープＩＤ情報を有する内視鏡で
あり、前記医療装置の前記識別手段は前記内視鏡のスコープＩＤ情報に基づいて前記医療
用検査機器の種別を識別することを特徴とする請求項１に記載の医療システム。
【請求項７】
　前記医療用検査機器は光源フィルターに関する情報を有する光源装置であり、前記医療
装置の前記識別手段は前記光源装置の前記光源フィルターに関する情報に基づいて前記医
療用検査機器の種別を識別することを特徴とする請求項１に記載の医療システム。
【請求項８】
　前記医療装置の前記記憶手段に記憶する情報は、ＤＩＣＯＭ規格で規定されている複数
のＳＯＰに対応した情報であることを特徴とする請求項５から請求項７のいずれか１項に
記載の医療システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像データの通信に伴う各種設定を効果的に行うことのできる医療用装置及
びこの医療装置を備えた医療システムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、病院内外で、異なった製造業者（マルチベンダ）の、異なった種類（マルチモダ
リティ）のディジタル画像機器を、ネットワークで、或いは、画像保存媒体で、相互に接
続して、患者の画像検査情報のやり取りや画像データの伝送を可能とする医用画像と通信
の標準規格であるＤＩＣＯＭ（Digital Imaging and Communications in Medicine）規格
が注目されている。
【０００３】
　このＤＩＣＯＭ規格では、マルチベンダ、マルチモダリティ間での検査や、治療を実施
する前の予約データの管理、撮影した画像データの転送、医療用サーバへの保存、端末か
らの画像データの検索、保存媒体への保管、プリンターへの出力等、多岐に亘って定めら
れている。
【０００４】
　前記ディジタル画像機器としては、画像の発生装置（例えば、内視鏡装置等の医療装置
、ＣＴ、ＭＲＩ、超音波画像装置、核医学画像装置、ＣＲ、フィルムディジタイザ、その
他）、画像の保管装置（医療用サーバ等）、画像の表示・処理・診断装置（ＣＲＴ、ワー
クステーション等）、画像の印刷装置（レーザイメージャ等）がある。また、これらの機
器を有して医療システムが構築されている。
【０００５】
　前記ＤＩＣＯＭ規格は、これらの画像機器間を、診療の目的に従って、意味のある相互
接続を実現することにより、これまでのフィルムを中心とする画像診療システムの問題点
（保管場所不足、フィルムの紛失、遅い配送等）の克服と、新しい画像診療の付加価値（
ディジタル画像処理、コンピュータ支援診断、総合画像診断等）が得られることが期待さ
れている。
【０００６】
　また、前記ＤＩＣＯＭ規格では、通信における様々な機能のことをサービスと称してい
る。このサービスは、「画像検索」、「検査情報検索」、「画像印刷」など、分野ごとに
分けられ、サービスクラスとして定義されている。このサービスクラスの一例としては、
ネットワーク相互接続のための「Verification　サービス」、画像情報を保存するための
「Storage サービス」、サーバから検査画像の検索、取得を行うための「Query/Retrieve
　サービス」等がある。
【０００７】
　サービスクラスは、いくつかのＳＯＰ(Service Object Pair)からなり、さらに、ＳＯ
Ｐは、１つのＩＯＤ（Information Object Definition）と、１つ以上のＤＩＭＳＥ（DIC
OM Message Service Element）の組により定義されている。
【０００８】
　このようなＤＩＣＯＭ規格対応のデジタル画像機器を有するシステムにおいて、ＤＩＣ
ＯＭ通信を行う場合には、サービス要求等を行うＤＩＣＯＭアプリケーションを有する機
器（クライアントサーバシステムにおけるクライアントに相当）側のＳＣＵ（Service Cl
ass Usar）と、このＳＣＵにより要求された操作を行うＤＩＣＯＭアプリケーションを有
する機器（医療用サーバーに相当）側のＳＣＰ（Service Class Provider）とが存在する
必要があり、また、必ずどちらかがＳＣＵとなり、他方がＳＣＰとなる１対１の通信が行
われることになる。
【０００９】
　ＤＩＣＯＭ規格対応の機器に関連する従来技術としては、例えば、特許文献１に記載の
画像診断装置がある。
【００１０】
　この特許文献１には、画像データ生成手段、医用画像データ及び医用情報を表示するた
めの表示用ソフトウエアを保存する表示ソフトウエア記憶手段、ＤＩＣＯＭファイルを生
成するＤＩＣＯＭファイル生成手段、及び生成されたＤＩＣＯＭファイルをネットワーク



(4) JP 2009-39431 A 2009.2.26

10

20

30

40

50

を介して医用用ビューワに供給するＤＩＣＯＭファイル供給手段を設けることで、通常の
ＤＩＣＯＭ規格では対応してない医用情報を画像データと共にＤＩＣＯＭファイルとして
医用ビューワに供給し、その表示も行えるようにした画像診断装置に関する技術が開示さ
れている。
【特許文献１】特開２００５－８１０８３号公報、
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　前記ＤＩＣＯＭ規格対応のデジタル画像機器には、例えば内視鏡装置等の医療装置があ
る。このような医療装置は、通常の可視光検査の他に、特殊光検査や超音波検査も可能で
あり、このような各種検査を行うために、それぞれの検査に応じた検査機器である内視鏡
スコープが着脱自在である。
【００１２】
　しかしながら、前記したようにＤＩＣＯＭ規格では、ＳＣＵとＳＣＰとの間で１対１の
通信が行われるため、例えば医療装置がＳＣＵに、また医療用サーバがＳＣＰとなる医療
システムである場合に、前記医療装置は予め設定されたＳＯＰに基づいて画像データの出
力が行われる。
【００１３】
　そのため、従来のＤＩＣＯＭ規格対応の医療装置では、検査画像を全て予め設定された
ＳＯＰに基づく可視光検査画像として対応せざるお得ず、すなわち、特殊光検査用内視鏡
スコープ又は超音波検査用内視鏡スコープが着脱された場合には、これらの検査に応じた
ＳＯＰに切り換えて設定することはできないといった問題点があった。
【００１４】
　前記特許文献１に記載の画像診断装置には、表示ソフトウエア記憶手段、ＤＩＣＯＭフ
ァイルを生成するＤＩＣＯＭファイル生成手段、及びＤＩＣＯＭファイル供給手段を設け
てＤＩＣＯＭ規格では対応してない医用情報を画像データと共にＤＩＣＯＭファイルとし
て医用ビューワに供給することについて開示されているが、ＤＩＣＯＭ規格対応の医療装
置において、モダリティである特殊光検査用内視鏡スコープ又は超音波検査用内視鏡スコ
ープが着脱された場合には、これらの検査に応じたＳＯＰに切り換えて設定することにつ
いては何等開示も示唆もされていない。
【００１５】
　そこで、本発明は前記事情に鑑みてなされたものであり、検査機器の識別結果に基づい
て、予め記憶された設定情報から検査機器による検査処理に適用される設定を選択して設
定することで、最適なＤＩＣＯＭ規格対応の画像データを出力することのできる医療装置
及びこの医療装置を有する医療システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の医療装置は、医療用検査機器の種別を識別する識別手段と、前記医療用検査機
器の種別に応じて実行される処理に関する情報を記憶する記憶手段と、前記識別手段によ
り得られた前記医療用検査機器の種別に基づいて、前記記憶手段に記憶されている前記情
報から前記種別に対応する情報を読み出して設定すると共に、前記種別に対応する情報が
ない場合には前記記憶手段に記憶されている前記情報から所定の情報を読み出して設定す
るように切り換える制御手段と、を具備している。
【００１７】
　また、本発明の医療システムは、医療用検査機器と、医療用検査機器の種別を識別する
識別手段と、前記医療用検査機器の種別に応じて実行される処理に関する情報を記憶する
記憶手段と、前記識別手段により得られた前記医療用検査機器の種別に基づいて、前記記
憶手段に記憶されている前記情報から前記種別に対応する情報を読み出して設定すると共
に、前記種別に対応する情報がない場合には前記記憶手段に記憶されている前記情報から
所定の情報を読み出して設定するように切り換える制御手段とを具備した医療装置と、前
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記医療装置とネットワークを介して接続して前記医療装置からの画像データの送受が可能
な医療用サーバと、を具備している。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、検査機器の識別結果に基づいて、予め記憶された設定情報から検査機
器による検査処理に適用される設定を選択して設定することで、最適なＤＩＣＯＭ規格対
応の画像データを出力することのできる医療装置及びこの医療装置を有する医療システム
を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００２０】
（第１の実施の形態）
　図１から図４は本発明の第１の実施の形態に係り、図１は医療装置を備えた医療システ
ムの全体構成を示すブロック図、図２は図１の医療装置の記憶部に記憶されたＤＩＣＯＭ
規格に基づく複数のＳＯＰを説明するための説明図、図３は図１の医療装置及び光源装置
に着脱自在な複数種の内視鏡スコープを示す説明図、図４は図１の医療装置の作用を説明
するための制御部の制御例を示すフローチャートである。
【００２１】
　図１に示すように、本実施の形態の医療システム１は、医療装置を構成するＤＩＣＯＭ
規格対応の内視鏡装置２と、この内視鏡装置２及び光源装置４に着脱自在に接続可能な検
査機器を構成する内視鏡スコープ３と、前記内視鏡装置２及び前記内視鏡スコープ３に接
続され、内視鏡スコープ３による検査を行う場合に必要な照明光を発生させる光源装置４
と、前記内視鏡装置２とネットワークを介して接続される医療用サーバである画像サーバ
５とを有して構成されている。尚、前記内視鏡装置２及び前記光源装置４は、前記検査機
器を構成している。
【００２２】
　前記内視鏡スコープ３は、例えば挿入部先端側内部に設けられ、被検体を撮像するため
の固体撮像素子（ＣＣＤ）３ａと、この内視鏡スコープ３の種類を示すスコープＩＤ等の
識別情報が予め格納されたＥＰＲＯＭ等の記憶部３ｂとを有している。
【００２３】
　前記内視鏡スコープ３としては、例えば図３に示すように、通常の可視光検査を行う可
視光検査用内視鏡スコープ３Ａと、超音波を用いて超音波検査を行う超音波検査用内視鏡
スコープ３Ｂと、特殊光を用いて特殊光検査を行う特殊光検査用内視鏡スコープ３Ｃとが
ある。
【００２４】
　このような内視鏡スコープ３Ａ～３Ｃは、周知のように体腔内に挿入される細長形状の
挿入部３ｘと、この挿入部３ｘの基端側に設けられた把持部３ｙと、ユニバーサルコード
の基端側に設けられ前記内視鏡装置２に着脱自在に装着可能なコネクタ部３ｚとをそれぞ
れ有して構成されている。尚、このような内視鏡スコープ３Ａ～３Ｃは、周知の技術であ
り、また発明の主要部ではないので具体的な構成については説明を省略する。
【００２５】
　そして、このような内視鏡スコープ３Ａ～３Ｃの内の何れかの内視鏡スコープ３が検査
内容に応じて選択される。そして選択された内視鏡スコープ３のコネクタ部３ｚは、図３
に示すように光源装置４のコネクタ部２Ａに差し込むことでこの内視鏡スコープ３が光源
装置４に接続され、またこの内視鏡スコープ３は図示しないスコープケーブルを介して内
視鏡装置２に接続される。
【００２６】
　このとき、前記内視鏡スコープ３が光源装置４及び内視鏡装置２に接続された場合には
、前記内視鏡スコープ３の記憶部３ｂに格納されているスコープＩＤ等の識別情報が前記
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スコープケーブル（図示せず）を介して前記内視鏡装置２内の後述するスコープインター
フェース部６によって取り込まれるようになっている。
【００２７】
　また、前記光源装置４と前記内視鏡スコープ３とを接続する前記スコープケーブル内に
は、照明光を伝送するライトガイドケーブルが設けられており、前記光源装置４は、この
光源装置４の照明光を前記内視鏡スコープ３のライトガイドに供給し、前記内視鏡スコー
プ３の挿入部３ｘが剌入された患者の体腔内の患部等を照明する。
【００２８】
　そして、内視鏡スコープ３は、挿入部３ｘ先端部内に設けられた図示しない観察光学系
による患部等の光学像を、前記挿入部３ｘ先端部内に設けられたＣＣＤ３ａにより撮像し
、撮像した撮像信号をユニバーサルコードを介して内視鏡装置２へと伝送する。
【００２９】
　次に、前記内視鏡スコープ３に照明光を供給する光源装置４の構成について説明する。
図１に示すように、前記光源装置４は、前記内視鏡装置２と通信を行うためのＣＣＵ通信
インターフェース部１４と、照明光を発生するための光源であるランプ１５と、このラン
プ１５の光量を調整する光量調節部１６と、前記特殊光検査用内視鏡スコープ３Ｃが接続
された場合に特殊光を生成するための特殊光フィルタの駆動を制御する特殊光フィルター
制御部１７と、このようなブロックを含み光源装置４全体を制御する制御部１８とを有し
て構成されている
　前記ＣＣＵ通信インターフェース部１４は、前記内視鏡装置２の後述する光源通信イン
ターフェース部９に電気的に接続して通信を行うためのインターフェースであり、例えば
光源フィルタの選択操作が行われた場合には、選択された光源フィルタの種別等の識別情
報を前記内視鏡装置２の光源通信インターフェース部９に送信するようになっている。
【００３０】
　次に、本発明の医療装置を構成する内視鏡装置２、及び画像サーバ５の具体的な構成に
ついて説明する。　
　図１に示すように、前記内視鏡装置２は、ＤＩＣＯＭ規格に対応したデジタル画像機器
であって、スコープインターフェース部６と、画像生成部７と、メモリ８と、画像処理部
１０と、記憶部１１と、ネットワークインターフェース部１２と、制御部１３とを有して
構成されている。尚、前記内視鏡スコープ３の記憶部３ｂ、前記内視鏡装置２の前記スコ
ープインターフェース部６、光源通信インターフェース部９及び前記制御部１３、前記光
源装置４のＣＣＵ通信インターフェース部１４は、前記識別手段を構成している。
【００３１】
　前記スコープインターフェース部６は、前記内視鏡スコープ３が着脱自在で且つ電気的
に接続するためのインターフェースであり、前記内視鏡スコープ３が内視鏡装置２に接続
された場合には、前記内視鏡スコープ３の記憶部３ｂに格納されているスコープＩＤ等の
識別情報を取り込み、スコープＩＤ処理部６ａによって処理した後に制御部１３に出力す
る。
【００３２】
　前記画像生成部７は、前記内視鏡スコープ３のＣＣＤ３ａにより撮像された撮像信号を
取り込み、信号処理して制御部１３を介して画像処理部１０に出力する。メモリ８は、前
記内視鏡スコープ３により得られた内視鏡画像等のデータを記憶する。
【００３３】
　前記光源通信インターフェース部９は、前記光源装置４のＣＣＵ通信インターフェース
部１４に電気的に接続して通信を行うためのインターフェースであり、例えば光源装置４
の光源フィルタの選択操作が行われた場合には、選択された光源フィルタの種別等の識別
情報が前記光源装置４から送信され、この送信された前記識別情報を受信して取り込み、
前記制御部１８に出力する。
【００３４】
　前記画像処理部１０は、前記画像生成部７を介して供給された画像データに対し、接続



(7) JP 2009-39431 A 2009.2.26

10

20

30

40

50

された図示しない表示装置、及びネットワークインターフェース部１２を介して接続され
た前記画像サーバ５に出力するために必要な処理を施す。
【００３５】
　例えば、前記画像処理部１０は、ネットワークインターフェース部１２を介して画像サ
ーバ５に画像データを出力する場合には、制御部１３の制御によりＤＩＣＯＭ規格対応の
画像データとなるように前記画像データに対し所定の処理を施す。
【００３６】
　前記ネットワークインターフェース部１２は、ネットワークを介して画像サーバ５と電
気的に接続するためのインターフェースであり、前記画像処理部１０より処理された内視
鏡画像等のＤＩＣＯＭ規格対応の画像データをネットワークを介して前記画像サーバ５に
出力する。
【００３７】
　本実施の形態では、内視鏡装置３内の前記記憶部１１には、前記医療用検査機器を構成
する内視鏡スコープ３及び光源装置４の光源フィルタの種別に応じて実行される処理に関
する情報が記憶されている。
【００３８】
　すなわち、前記情報は、ＤＩＣＯＭ規格で規定されている複数のＳＯＰに対応した情報
である。
【００３９】
　具体的には、前記記憶部１１は、例えば出力するＤＩＣＯＭ規格の画像データを表示す
るのに必要なＯＳ等のプログラム情報を記憶したＯＳ部１１ａと、ＤＩＣＯＭ規格で規定
されている複数のＳＯＰに対応する情報を記憶したアプリケーション部１１ｂとを有して
いる。
【００４０】
　このアプリケーション部１１ｂに記憶されている情報は、図２に示すように、例えばＤ
ＩＣＯＭ規格のサービスクラス（SERVICE CLASS）３０を含む情報であり、このサービス
クラス３０は、複数のＳＯＰ３１を有して構成されている。
【００４１】
　この場合、複数のＳＯＰ３１としては、図２に示すように、ＳＯＰ３２からＳＯＰ３５
を有している。詳しく説明すると、図２に示すように、例えば、ＳＯＰ３２は、（Ultrso
ud Multl-frame Image Storage ）に関するＳＯＰであり、超音波検査用内視鏡スコープ
３Ｂによる超音波観察の画像データ処理に伴う情報である。
【００４２】
　ＳＯＰ３３は、（Secondary Capture Image Storage ）に関するＳＯＰであり、あらゆ
るデジタル画像機器の画像データに対応可能な汎用性を重視した処理に基づく情報である
。
【００４３】
　ＳＯＰ３４は、（VL Endoscopic Image Storage ）に関するＳＯＰであり、光学的な内
視鏡スコープ、具体的には可視光検査用内視鏡スコープ３Ａにより得られる静止画の画像
データの処理に伴う情報である。
【００４４】
　ＳＯＰ３５は、（Video Endoscopic Image Storage ）に関するＳＯＰであり、光学的
な内視鏡スコープ、具体的には可視光検査用内視鏡スコープ３Ａにより得られる動画の画
像データの処理に伴う情報である。
【００４５】
　また、ＳＯＰ３６は、（Special Light Endoscopic Image Storage ）に関するＳＯＰ
であり、前記ＳＯＰ３２からＳＯＰ３５以外の内視鏡画像データ、例えば特殊光検査用内
視鏡スコープ３Ｃにより得られる画像データ等の画像データ処理に伴う情報である。
【００４６】
　尚、前記サービスクラス３０の前記ＳＯＰ３１は、前記したようなＳＯＰ３２～３６に
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限定されるものではなく、接続される医療用検査機器に対応するようなＤＩＣＯＭ規格に
基づくＳＯＰであれば増やしても良い。また、汎用性を重視した前記ＳＯＰ３３は、前記
特定の情報を構成している。さらに、前記ＳＯＰ３６は、前記情報に限定されるものでは
なく、これ以外でも予め設定された情報を用いても良い。
【００４７】
　前記制御部１３は、前記医療システム１全体及び内視鏡装置３全体を制御するものであ
る。
【００４８】
　本実施の形態では、前記制御部１３は、前記スコープＩＤ処理部６ａからのスコープＩ
Ｄ情報に基づき、接続された内視鏡スコープ３の種別（具体的には可視光検査用内視鏡ス
コープ３Ａ、超音波検査用内視鏡スコープ３Ｂ、特殊光検査用内視鏡スコープ３Ｃ）を識
別し、この識別結果による種別に基づき、記憶部１１のアプリケーション部１１ｂに記憶
されている前記ＳＯＰ３１から前記種別に対応するＳＯＰを読み出して設定すると共に、
前記種別に対応するＳＯＰがない場合には前記アプリケーション部１１ｂに記憶されてい
る前記ＳＯＰ３１から所定の情報である前記ＳＯＰ２２を読み出して設定するように切り
換え制御する。
【００４９】
　このような制御例の一例を示すフローチャートが図４に示されている。
【００５０】
　次に、本実施の形態の医療システム１の制御動作を図４を参照しながら説明する。
【００５１】
　本実例の医療システム１においては、電源を投入すると、内視鏡装置２の制御部１３は
、図示しない内部のメモリに記憶された図４に示す検査機器識別のためのプログラムを読
み出して起動する。
【００５２】
　図４に示すように、制御部１３は、ステップＳ１の処理により、図３に示す内視鏡スコ
ープ３Ａ～３Ｃの内の何れかの内視鏡スコープ３が検査内容に応じて選択され、選択され
た内視鏡スコープ３のコネクタ部３ｚが光源装置４のコネクタ部２Ａに差し込まれると同
時にこの内視鏡スコープ３が図示しないスコープを用いて内視鏡装置３に接続されると、
この接続された内視鏡スコープ３の記憶部３ｂに格納されているスコープＩＤ等の識別情
報を、スコープケーブル、スコープインターフェース部６及びスコープＩＤ処理部６ａを
介して取り込む。
【００５３】
　そして、制御部１３は、ステップＳ２の判断処理により、前記スコープＩＤ処理部６ａ
からのスコープＩＤ情報が通常光スコープである可視光検査用内視鏡スコープ３Ａである
か否かを識別し、そうである場合にはステップＳ３に処理を移行し、そうでない場合にス
テップＳ４に処理を移行する。
【００５４】
　スコープＩＤ情報が可視光検査用内視鏡スコープ３Ａであると識別した場合、前記制御
部１３は、ステップＳ３の処理にて、（Secondary Capture Image Storage ）に関するＳ
ＯＰ３３と、（VL Endoscopic Image Storage ）に関するＳＯＰ３４と、（Video Endosc
opic Image Storage ）に関するＳＯＰ３５とを記憶部１１のアプリケーション部１１ｂ
から読み出して、これらＳＯＰ３３～３５を、デフォルトとして採用するＳＯＰクラスと
して設定し、この検査機器識別プログラムを終了させる。
【００５５】
　尚、この場合、前記ＳＯＰ３３～３５の間で優先順位を設け、例えば（Secondary Capt
ure Image Storage ）に関するＳＯＰ３３が優先順位が最下位になるように設定しても良
い。
【００５６】
　一方、スコープＩＤ情報が可視光検査用内視鏡スコープ３Ａでないと識別した場合、前
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記制御部１３は、ステップＳ４の判断処理にて、スコープＩＤ情報が超音波検査用内視鏡
スコープ３Ｂであるか否かを識別し、そうである場合にはステップＳ５に処理を移行し、
そうでない場合にステップＳ６に処理を移行する。
【００５７】
　スコープＩＤ情報が超音波検査用内視鏡スコープ３Ｂであると識別した場合、前記制御
部１３は、ステップＳ５の処理にて、（Ultrsoud Multl-frame Image Storage ）に関す
るＳＯＰ３２及び（Secondary Capture Image Storage ）に関するＳＯＰ３３を記憶部１
１のアプリケーション部１１ｂから読み出して、これらＳＯＰ３２、３３を採用するＳＯ
Ｐクラスとして設定し、この検査機器識別プログラムを終了させる。
【００５８】
　尚、この場合、前記ＳＯＰ３２、３３の間で優先順位を設け、例えば（Secondary Capt
ure Image Storage ）に関するＳＯＰ３３が優先順位が最下位になるように設定しても良
い。
【００５９】
　一方、スコープＩＤ情報が超音波検査用内視鏡スコープ３Ｂでないと識別した場合、前
記制御部１３は、ステップＳ６の判断処理にて、スコープＩＤ情報が特殊光検査用内視鏡
スコープ３Ｃであるか否かを識別し、そうである場合にはステップＳ７に処理を移行し、
そうでない場合にこの検査機器識別プログラムを終了させる。
【００６０】
　スコープＩＤ情報が特殊光検査用内視鏡スコープ３Ｃであると識別した場合、前記制御
部１３は、ステップＳ６の処理にて、（Special Light Endoscopic Image Storage ）に
関するＳＯＰ３６及び（Secondary Capture Image Storage ）に関するＳＯＰ３３を記憶
部１１のアプリケーション部１１ｂから読み出して、これらＳＯＰ３６、３３を採用する
ＳＯＰクラスとして設定し、この検査機器識別プログラムを終了させる。
【００６１】
　尚、この場合、前記ＳＯＰ３６、３３の間で優先順位を設け、例えば（Secondary Capt
ure Image Storage ）に関するＳＯＰ３３が優先順位が最下位になるように設定しても良
い。
【００６２】
　このように検査機器識別プログラムが実行されることで、内視鏡装置２に接続された内
視鏡スコープ３の種別に応じて最適な処理を行うためのＳＯＰが自動的に設定されること
になる。
【００６３】
　また、前記制御部１３は、内視鏡スコープ３の種別結果がいずれの内視鏡スコープ３で
ない場合には、記憶部１１のアプリケーション部１１ｂに記憶されている汎用性のある（
Secondary Capture Image Storage ）に関するＳＯＰ３３を設定するようになっている。
【００６４】
　その後、前記制御部１３は、前記画像処理部１０を用いて、供給される画像データに対
し、設定されたＳＯＰ３１に基づきＤＩＣＯＭ規格対応の画像データとなるように所定の
処理を施す。そして、前記制御部１３は、この画像処理部１０にて生成したＤＩＣＯＭ規
格適用の画像データをネットワークインターフェース部１２に供給して、ネットワークを
介して前記画像サーバ５に出力する。
【００６５】
　従って、第１の実施の形態によれば、検査機器である内視鏡スコープ３の識別結果に基
づいて、予め記憶された設定情報から識別結果に基づき内視鏡スコープ３による検査処理
に適用されるＳＯＰを選択して設定することで、最適なＤＩＣＯＭ規格対応の画像データ
を画像サーバ５に出力することができる。
【００６６】
（第２の実施の形態）
　図５及び図６は本発明の第２の実施の形態に係り、図５は光源装置の光源フィルタが選
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択された場合にその光源フィルタの識別情報が内視鏡装置に供給される状態を示す説明図
、図６は第２の実施の形態の医療装置の作用を説明するための制御部の制御例を示すフロ
ーチャートである。
【００６７】
　第２の実施の形態では、医療用検査機器が光源フィルターに関する情報を有する光源装
置４であり、前記制御部１３は、光源装置４の光源フィルターに関する情報に基づいて前
記光源フィルタの種別を識別し、最適なＳＯＰを設定するように制御する。
【００６８】
　尚、第２の実施の形態の医療システム１の全体構成は、前記第１の実施の形態と略同様
であり、内視鏡装置２の制御部１３により制御例が異なる。
【００６９】
　すなわち、第２の実施の形態では、前記制御部１３は、前記光源装置４のＣＣＵ通信イ
ンターフェース部１４との通信により得られる光源フィルタの種別等の識別情報に基づき
、選択された光源装置４の光源フィルタの種別（具体的には通常光が選択された場合には
、光源フィルタを使用しないこと、また、通常光ではなく特殊光が選択された場合には特
殊光用光源フィルタを使用すること等、図５参照）を識別し、この識別結果による種別に
基づき、記憶部１１のアプリケーション部１１ｂに記憶されている前記ＳＯＰ３１から前
記種別に対応するＳＯＰを読み出して設定すると共に、前記種別に対応するＳＯＰがない
場合には前記アプリケーション部１１ｂに記憶されている前記ＳＯＰ３１から所定の情報
である前記ＳＯＰ２２を読み出して設定するように切り換え制御する。
【００７０】
　このような制御例の一例を示すフローチャートが図６に示されている。
【００７１】
　次に、本実施の形態の医療システムの制御動作を図６を参照しながら説明する。
【００７２】
　本実例の医療システム１においては、電源を投入すると、内視鏡装置２の制御部１３は
、図示しない内部のメモリに記憶された図６に示す検査機器識別のためのプログラムを読
み出して起動する。
【００７３】
　図６に示すように、制御部１３は、ステップＳ１０の処理により、図５に示す光源装置
４の光源フィルタが検査内容に応じて選択されると、この選択された光源フィルタの種別
等の識別情報を光源装置４のＣＣＵ通信インターフェース部１４との通信により光源通信
インターフェース部９を介して取り込む。
【００７４】
　そして、制御部１３は、取り込んだ前記識別情報が、通常光が選択され光源フィルタを
使用しないものであるか否かを識別し、そうである場合にはステップＳ３に処理を移行し
、そうでない場合にステップＳ１１に処理を移行する。
【００７５】
　識別情報が通常光が選択されて光源フィルタを使用しないものであると識別した場合、
前記制御部１３は、ステップＳ３の処理にて、（Secondary Capture Image Storage ）に
関するＳＯＰ３３と、（VL Endoscopic Image Storage ）に関するＳＯＰ３４と、（Vide
o Endoscopic Image Storage ）に関するＳＯＰ３５とを記憶部１１のアプリケーション
部１１ｂから読み出して、これらＳＯＰ３３～３５を、デフォルトとして採用するＳＯＰ
クラスとして設定し、この検査機器識別プログラムを終了させる。
【００７６】
　尚、この場合、前記ＳＯＰ３３～３５の間で優先順位を設け、例えば（Secondary Capt
ure Image Storage ）に関するＳＯＰ３３が優先順位が最下位になるように設定しても良
い。
【００７７】
　一方、識別情報が通常光が選択され光源フィルタを使用しないものでないと識別した場
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合、前記制御部１３は、ステップＳ１１の判断処理にて、識別情報が、特殊光が選択され
た場合に用いられる特殊光の光源フィルタであるか否かを識別し、そうである場合にはス
テップＳ１２に処理を移行し、そうでない場合にステップ１３に処理を移行する。
【００７８】
　識別情報が特殊光の光源フィルタであると識別した場合、前記制御部１３は、ステップ
Ｓ１２の処理にて、（Special Light Endoscopic Image Storage ）に関するＳＯＰ３６
及び（Secondary Capture Image Storage ）に関するＳＯＰ３３を記憶部１１のアプリケ
ーション部１１ｂから読み出して、これらＳＯＰ３６、３３を採用するＳＯＰクラスとし
て設定し、この検査機器識別プログラムを終了させる。
【００７９】
　尚、この場合、前記ＳＯＰ３６、３３の間で優先順位を設け、例えば（Secondary Capt
ure Image Storage ）に関するＳＯＰ３３が優先順位が最下位になるように設定しても良
い。
【００８０】
　一方、識別情報が特殊光の光源フィルタでないと識別した場合、前記制御部１３は、ス
テップＳ１３の判断処理にて、光源装置４の電源がＯＦＦであるか否かを判定し、ＯＦＦ
である場合にはステップＳ１４に処理を移行し、ＯＦＦでない場合にこの検査機器識別プ
ログラムを終了させる。
【００８１】
　光源装置４の電源がＯＦＦであると判別した場合、前記制御部１３は、ステップＳ１４
の処理にて、（Ultrsoud Multl-frame Image Storage ）に関するＳＯＰ３２及び（Secon
dary Capture Image Storage ）に関するＳＯＰ３３を記憶部１１のアプリケーション部
１１ｂから読み出して、これらＳＯＰ３２、３３を採用するＳＯＰクラスとして設定し、
この検査機器識別プログラムを終了させる。
【００８２】
　尚、この場合、前記ＳＯＰ３２、３３の間で優先順位を設け、例えば（Secondary Capt
ure Image Storage ）に関するＳＯＰ３３が優先順位が最下位になるように設定しても良
い。
【００８３】
　このように検査機器識別プログラムが実行されることで、内視鏡装置２に接続された光
源装置４の光源フィルタの種別に応じて最適な処理を行うためのＳＯＰが自動的に設定さ
れることになる。
【００８４】
　また、前記制御部１３は、光源装置４の光源フィルタの種別結果がいずれの光源フィル
タでない場合には、記憶部１１のアプリケーション部１１ｂに記憶されている汎用性のあ
る（Secondary Capture Image Storage ）に関するＳＯＰ３３を設定するようになってい
る。
【００８５】
　その後、前記制御部１３は、前記第１の実施の形態と同様に、前記画像処理部１０を用
いて、供給される画像データに対し、設定されたＳＯＰ３１に基づきＤＩＣＯＭ規格対応
の画像データとなるように所定の処理を施す。そして、前記制御部１３は、この画像処理
部１０にて生成したＤＩＣＯＭ規格適用の画像データをネットワークインターフェース部
１２に供給して、ネットワークを介して前記画像サーバ５に出力する。
【００８６】
　従って、第２の実施の形態によれば、検査機器である光源装置４の光源フィルタの識別
結果に基づいて、予め記憶された設定情報から識別結果に基づき光源装置４の光源フィル
タによる検査処理に適用されるＳＯＰを選択して設定することで、最適なＤＩＣＯＭ規格
対応の画像データを画像サーバ５に出力することができる。その他の効果は前記第１の実
施の形態と同様である。
【００８７】
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　尚、前記第１及び前記第２の実施の形態では、医療用検査機器として内視鏡スコープ３
及び光源装置４の光源フィルタを用いた場合について説明したが、これ以外の医療用検査
機器を用いた場合も同様の作用、効果が得られる。
【００８８】
　本発明は、以上述べた実施例のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない
範囲で種々変形実施可能である。
【００８９】
［付記］
（付記項１）
　医療用検査機器の種別を識別する識別手段と、
　前記医療用検査機器の種別に応じて実行される処理に関する情報を記憶する記憶手段と
、
　前記記憶手段に記憶された第１の情報を設定する設定手段と、
　前記識別手段により得られた前記医療用検査機器の種別に対応する第２の情報が存在す
る場合に、前記第１の情報をに切り換えてこの第２の情報を設定する制御手段と、
　を具備したことを特徴とする医療装置。
【００９０】
（付記項２）
　医療用検査機器の種別を識別する識別手段と、
　前記医療用検査機器の種別に応じて実行される処理に関する情報を記憶する記憶手段と
、
　前記医療用検査機器に対応する所定の処理を設定する設定手段と、
　前記識別手段による識別結果に基づき、前記所定の処理よりも前記医療用検出機器に対
して適した処理が存在する場合に、前記所定の処理の代替処理を設定すると共に前記代替
処理とは別に前記医療用検査機器に適した処理を設定するように切り換える制御手段と、
　を具備したことを特徴とする医療装置。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係り医療装置を備えた医療システムの全体構成を示
すブロック図。
【図２】図１の医療装置の記憶部に記憶されたＤＩＣＯＭ規格に基づく複数のＳＯＰを説
明するための説明図。
【図３】図１の医療装置及び光源装置に着脱自在な複数種の内視鏡スコープを示す説明図
。
【図４】図１の医療装置の作用を説明するための制御部の制御例を示すフローチャート。
【図５】本発明の第２の実施の形態に係り、光源装置の光源フィルタが選択された場合に
その光源フィルタの識別情報が内視鏡装置に供給される状態を示す説明図。
【図６】第２の実施の形態の医療装置の作用を説明するための制御部の制御例を示すフロ
ーチャート。
【符号の説明】
【００９２】
１…医療システム、
２…内視鏡装置、
２Ａ…コネクタ部、
３…内視鏡スコープ、
３Ａ…可視光検査用内視鏡スコープ、
３Ｂ…超音波検査用内視鏡スコープ、
３Ｃ…特殊光検査用内視鏡スコープ、
３ａ…ＣＣＤ、
３ｂ…記憶部、
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３ｘ…挿入部、
３ｚ…コネクタ部、
３ｙ…把持部、
４…光源装置、
５…画像サーバ、
６…スコープインターフェース部、
６ａ…スコープＩＤ処理部、
７…画像生成部、
８…メモリ、
９…光源通信インターフェース部、
１０…画像処理部、
１１…記憶部、
１１ｂ…アプリケーション部、
１２…ネットワークインターフェース部、
１３…制御部、
１４…ＣＣＵ通信インターフェース部、
１５…ランプ、
１６…光量調節部、
１７…特殊光フィルター制御部、
１８…制御部、
３０…サービスクラス、
３１～３６…ＳＯＰ。

【図１】 【図２】
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